第7-2号様式（第7条第5項関係）
北見市公共下水道事業受益者分担金　納入通知書




受益者
	様

　　　　　　　　　　　　　下記のとおり各納入期限までに納めてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市公営企業管理者
	通知書番号
	



	期　別
	納　入　期　限
	納　付　額

	第１期
	
	

	第２期
	
	

	第３期
	
	

	第４期
	
	


注意事項
1 分担金は5年に分割し、毎年4回の納期で納付することになります。
納入通知書は、年毎4期分を送付しますので、各納入期限までに納付してください。
2 分担金納入の途中において売買その他の事由により受益者（土地の所有者、権利者）に異動があった場合は、両方連署して
「受益者変更申請書」を届出していただきますと、届出の日現在未到来の納期について新受益者に変更することができます。
受益者分担金について
1． 受益者
　下水道の排水区域内に存する土地の所有者。
2． 受益者を変更する場合
　　　所有権の移転等で受益者に変更があったときは、直ちに上下水道局もしくは総合支所へ連絡のうえ変更手続きをしてくだ
さい。
3． 受益者分担金に係る延滞金
　　　納期限までに分担金を完納しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金は納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1％を加算した利率（ただし
上限は年7.3%）を、納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間については、延滞金特例基準割合に年7.3%を加えた利
率（ただし上限は年14.6%）を分担金に乗じて計算した延滞金を徴収します。
4． 教示
1　　この処分（公共下水道事業受益者分担金の納入通知）について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、北見市長に対して、審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2　　この処分について不服がある場合は、前項の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に、北見市(訴訟において北見市を代表する者は北見市公営企業管理者となります。)を被告として処分の取消しの訴えを提起
することができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日の翌日か
ら起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
3　　前項の訴えの提起は、第1項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、することができません。ただし、次の各号のい
ずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
1　審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
[bookmark: _GoBack]2　処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
5． 納めるところ
(1)上下水道料金センター、北見市役所　会計課、総合支所、支所・出張所
(2)北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、北見・網走・遠軽信用金庫、釧路信用組合、北海道労働金庫
(3)きたみらい農業協同組合、常呂町農業協同組合、常呂漁業協同組合、日専連ＮｉＣＣ本店
６．お問い合わせ先
ご不明な点がございましたら下記までお問い合せください。
　　　北見市上下水道局　下水道課　　TEL　(0157)25-1160
端野総合支所　　  上下水道課  TEL　(0157)56-4004
常呂総合支所　　  上下水道課  TEL　(0152)54-2116            営業時間　午前８時４５分から午後５時３０分まで
留辺蘂総合支所　　上下水道課  TEL　(0157)42-2482　　　　　　　（ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）
